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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２９年５月１１日（平成２９年（行個）諮問第８１号） 

答申日：平成２９年１２月２５日（平成２９年度（行個）答申第１７１号） 

事件名：障害者虐待に関する本人の相談等を契機として特定労働局が行った調

査等に係る文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「私の障害者虐待防止法に係る通報，受理，措置に関して特定労働局が

行った調査等に関する書類。」に記録された保有個人情報（以下「本件対

象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定につい

て，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，別表の６欄

に掲げる部分を開示すべきである。  

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，特

定労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２８年１１月１７日付け

特定番号により行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，

不開示部分の開示を求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   黒塗りの箇所が多く，事実と異なるため。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に対し，原処分における法の適用条項に法１４条５号及び

７号イを追加した上で，原処分において不開示とした別表に掲げる部分の

うち一部を新たに開示し，その余の部分については，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

２ 理由 

（１）障害者虐待防止法について 

    障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平

成２３年法律第７９号。以下「障害者虐待防止法」という。）は，障害

者に対する虐待の禁止，障害者の虐待の防止に係る国等の責務，障害者

虐待防止等のための具体的スキームを定めており，障害者虐待を，①養
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護者による障害者虐待，②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待，

③使用者による障害者虐待の３つに分類し，さらに，使用者による障害

者虐待を，①身体的虐待，②性的虐待，③心理的虐待，④放置等による

虐待，⑤経済的虐待の５種類に分類している。 

使用者による障害者虐待の防止に関し，都道府県労働局は，事業所に

おける障害者の適正な労働条件及び雇用管理を確保することにより，使

用者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を

図るため，都道府県との連携を図りつつ，労働基準関係法令等に規定さ

れた権限を適切に行使することが定められている（障害者虐待防止法２

６条）。 

（２）都道府県労働局の対応について 

ア 使用者による障害者虐待の処理の流れについて 

都道府県労働局は，使用者による虐待を受けた障害者（以下「被虐

待者」という。）から，直接，使用者による障害者虐待がある，又

は疑われる旨の情報提供や相談がなされた場合は，被虐待者から可

能な限り聴取を行い，聴取内容等を基に，雇用環境・均等部（室）

（旧総務部企画室）において，どのような事実確認及び行政指導等

が必要であるかを整理し，対応部署の決定を行うとともに，障害者

虐待防止法２２条に基づき，都道府県に通報を行う。 

雇用環境・均等部（室）（旧総務部企画室）は，対応部署に対し，

所管する法令に基づく調査及び行政指導等による権限行使の措置の

実施状況等について進捗管理を行う。 

調査及び指導等の一連の処理を終えた対応部署は，雇用環境・均等

部（室）（旧総務部企画室）あてに処理が終了した旨の報告を行う。 

イ 対応部署における措置について 

身体的虐待，心理的虐待または放置等による虐待が疑われる事業所

に対しては，職業安定部を対応部署として決定し，職業安定部の出

先機関である公共職業安定所において，障害者の雇用の促進等に関

する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）に基づき必要な調

査を行い，調査の結果，虐待の事実が認められた場合は，障害者の

雇用に関する事項に係る適正な雇用管理について助言・指導を行う

等の措置を行う。 

性的虐待が疑われる事業所に対しては，雇用環境・均等部（室）

（旧雇用均等室）において，雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律（以下「均等法」という。）に基づ

き，セクシュアルハラスメント防止対策の実施状況の確認を行い，

必要な措置が講じられていない等の事実が認められた場合は，助言，

指導又は勧告を行う。 
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経済的虐待が疑われる事業所に対しては，労働基準部を対応部署と

して決定し，労働基準監督署において，労働基準法等に基づき必要

な調査を行い，調査の結果，障害者に対する最低賃金法違反や，割

増賃金を支払わない等の経済的虐待の事実が認められた場合には，

労働基準関係法令に基づき，是正に向けた行政指導等の措置を行う。 

（３）本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，審査請求人が，被虐待者として，使用者に

よる障害者虐待に関する相談等を行ったことを契機とし，障害者虐待防

止法及び労働基準関係法令等に基づき，都道府県労働局が措置を行った

関係書類一式であり，別表に掲げる文書番号１ないし８の文書（以下，

第３においては順に「対象文書１」ないし「対象文書８」といい，併せ

て「対象文書」という。）である。 

対象文書は，以下のアないしクの文書に分類され，その概要は次のと

おりである。 

ア 労働相談票一式 

当該文書は，労働相談票及び処理経過で構成される。 

労働相談票は，相談等を契機として，都道府県労働局が障害者虐待

に係る情報を把握した時点において作成される文書であり，障害者

虐待防止法施行規則（平成２４年厚生労働省令第１３２号）に定め

る事項を網羅的に記載するために用いる様式である。 

処理経過は，旧総務部企画室（現雇用環境・均等室）において把握

した進捗管理の内容について記載するものである。 

イ 通報文書一式 

     当該文書は，都道府県労働局から都道府県あてに情報提供を行った

文書一式であり，都道府県労働局長から都道府県知事あてに発出さ

れた事務連絡文書，労働相談票，処理経過及び被虐待者提出資料で

構成される。 

ウ 対応部署決定通知一式 

当該文書は，旧総務部企画室長（現雇用環境・均等室長）が，上記

（２）のアの判断において，労働基準部，職業安定部，旧雇用均等

室（現雇用環境・均等部（室）長）を対応部署として決定の上，各

対応部署長あてに通知を行った文書一式であり，旧総務部企画室長

（現雇用環境・均等室長）から，労働基準部長，職業安定部長及び

旧雇用均等室長（現雇用環境・均等室長）の各対応部署長あてに発

出された事務連絡文書，労働相談票，処理経過，被虐待者提出資料

並びに事情確認・聴取票で構成される。 

事情確認・聴取票は，当該使用者による障害者虐待事案に係る対応

部署決定に際し，旧総務部企画室の処理担当者が，被虐待者である
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審査請求人から補充的に聴取した内容が記載されている。 

エ 雇用環境・均等室（旧雇用均等室）における処理終了報告一式 

当該文書は，雇用環境・均等室（旧雇用均等室）で受けた相談及び

均等法２９条に基づく報告の徴収に係る処理について記録した文書

一式であり，相談カード，２９条カード及び添付資料で構成される。 

（ア）相談カード 

相談カードは，均等法の円滑な施行に資するため，相談のうち，

重要なもの，事案が複雑なもの等については，業務処理の円滑化及

び明確化を目的として，相談カードに記載することとしている。 

相談カードには，主に，①相談者の氏名，住所及び電話番号，②

相談者の属性，③事業主の名称，代表者氏名，住所及び電話番号，

④人事労務担当者の氏名及び職，⑤該当条文，⑥相談概要，⑦相談

の経緯（年月日，方法，担当者，概要（紛争の発生した時期及び経

過，事業主の対応，自主的解決の試みの有無，相談者が望む解決方

法，職員の対応等））等が記載されている。 

（※）相談カードには番号（①ないし⑦）は記載されていないが，

本理由説明書において番号を付している。 

（イ）２９条カード 

２９条カードは，均等法２９条に基づく報告の徴収並びに助言，

指導及び勧告に関する記録を行うことにより，迅速かつ的確な業務

処理を目的として作成するものである。 

２９条カードは，ａ基本情報，ｂ事項措置，ｃ経緯で構成されて

おり，以下のとおり各欄に記載項目がある。 

ａ 「基本情報」欄 

①受付年月日，②完了年月日，③報告徴収の手法，④端緒，⑤

事業主，⑥指導等対象事案の内容，⑦参考事項，⑧指導等の概

要及び⑨指導等の結果等が記載されている。 

ｂ 「事項措置」欄 

⑩年月日，法律，条，件数，措置及び，号番号等が記載されて

いる。 

ｃ 「経緯」欄 

⑪年月日，⑫対象者，⑬方法，⑭担当者，⑮室長印・未承認及

び⑯概要が記載されている。 

（※）２９条カードには番号（①ないし⑯）は記載されていな

いが，本理由説明書において番号を付している。 

（ウ）添付資料 

添付資料は，ａ均等法に基づく報告徴収ヒアリング票，ｂ事業場

提出資料で構成されている。a 及び b については，以下のとおりの
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記載項目がある。 

ａ 均等法に基づく報告徴収ヒアリング票 

①事業場の概要，②労働者数及び③セクシュアルハラスメント

対策について記載されている。 

ｂ 事業場提出資料 

④報告徴収の際に提出された資料 

オ 職業安定部における処理終了報告一式 

当該文書は，公共職業安定所において実施した，障害者雇用促進法

１８条に基づく，事業主に対する助言及び指導に係る処理について

記録した文書一式であり，職業安定部長から雇用環境・均等部

（室）長あてに発出された事務連絡文書，公共職業安定所長から職

業安定部長あてに発出された事務連絡文書，処理経過，事情確認・

聴取票で構成されている。 

事情確認・聴取票は，主に，①事情聴取の対象者職氏名，②聴取の

方法，③作成年月日，④作成者職氏名，⑤聴取及び助言内容等が記

載されている。 

カ 面談記録票 

     当該文書は，被虐待者である審査請求人が行政評価事務所に対し行

った行政相談の内容確認のために，行政評価事務所担当者が，都道

府県労働局に来訪したため，行政評価事務所担当者と雇用環境・均

等部（室）担当者とのやりとりを記録した文書である。 

キ 労働基準部における処理終了報告一式 

当該文書は，労働局労働基準部及び労働基準監督署において実施し

た，使用者による障害者虐待に係る事案の処理について記録した文

書一式であり，労働基準部長から雇用環境・均等部（室）長あてに

発出された事務連絡文書，処理経過で構成されている。 

労働基準法等では，労働基準監督官は，事業場等を臨検し，帳簿及

び書類の提出を求め，又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行

うことができるとされている。労働基準法等に基づく調査の結果，

労働基準関係法令違反に当たる障害者虐待の事実が認められた場合

には，その是正を指導しているところであるが，処理経過には，か

かる事案の処理状況及びその経過が記載されている。 

ク 被虐待者提出資料 

（４）不開示情報該当性について 

ア 労働相談票一式（対象文書１） 

     対象文書１の①は，報告徴収の手続きが終了した年月日が記載され

ており，後述の下記（４）のイのとおり，法１４条３号イ並びに７

号柱書き及びイに該当し，不開示とすることが妥当である。 
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イ 雇用環境・均等室（旧雇用均等室）における処理終了報告一式（対

象文書４） 

（ア）相談カード「基本情報」欄の④人事労務担当者の氏名及び職 

これらは，審査請求人以外の特定の個人を識別することができる

ものであり，法１４条２号の不開示情報に該当し，かつ，同号ただ

し書イないしハのいずれにも該当しないことから不開示とすること

が妥当である。 

（イ）２９条カード「基本情報」欄の⑤「事業主」欄の人事労務担当者

の氏名，職，ＴＥＬ及びＦＡＸ 

これらは，審査請求人以外の特定の個人を識別することができる

ものであり，法１４条２号の不開示情報に該当し，かつ，同号ただ

し書イないしハのいずれにも該当しないことから不開示とすること

が妥当である。 

（ウ）２９条カード「基本情報」欄の①受付年月日，②完了年月日，③

報告徴収の手法，⑧指導等の概要及び⑨指導等の結果 

当該部分は，雇用環境・均等室が事業主に対し均等法２９条に基

づく報告徴収を実施した日や指導等が終了した日，特定事業場の雇

用管理に係る内部情報，雇用環境・均等室の判断，雇用環境・均等

室が助言した内容や事業主の回答が記載されており，これらは審査

請求人が知り得る情報ではなく，これらを開示した場合，特定事業

場の雇用管理に係る内部情報及び法違反の有無が明らかとなり，当

該事業場に対する信用を低下させ，取引関係や人材確保等の面にお

いて，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあることから，法１４条３号イに該当する。 

また，審査請求人が知り得ないこれらの情報を開示した場合，事

業場との信頼関係が失われるとともに，報告徴収の手法が明らかと

なり，正確な事実の把握を行うことを困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にする，均等法等の法令違反の発見が困難

になる等，検査事務の性格を持つ報告徴収に係る事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあり，同条７号柱書き及びイに該当するこ

とから，不開示とすることが妥当である。 

（エ）２９条カード「事項措置」欄の⑩年月日，法律，条，件数，措置，

及び号番号等 

当該部分は，雇用環境・均等室が助言した年月日や内容が記載さ

れており，これらは審査請求人が知り得る情報ではなく，上記

（ウ）と同様の理由により，法１４条３号イ並びに７号柱書き及び

イに該当することから，不開示とすることが妥当である。 

（オ）２９条カード「経緯」欄の⑪年月日及び⑬方法 
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当該部分は，雇用環境・均等室と対象者がやりとりを行った年月

日及びやりとりの方法が記載されており，これらは審査請求人が知

り得る情報ではなく，上記（ウ）と同様の理由により，法１４条３

号イ並びに７号柱書き及びイに該当することから，不開示とするこ

とが妥当である。 

（カ）２９条カード「経緯」欄の⑫対象者 

「対象者」は，審査請求人以外の特定の個人を識別することがで

きるものに該当し，法１４条２号の不開示情報に該当し，かつ，同

号ただし書イないしハのいずれにも該当しないことから不開示とす

ることが妥当である。 

（キ）２９条カード「経緯」欄の⑯概要 

当該部分は，特定事業場の雇用管理に係る内部情報，雇用環境・

均等室が助言した内容，雇用環境・均等室と事業主の詳細なやりと

り及び助言に対する事業主の回答が記載されており，これらは審査

請求人が知り得る情報ではなく，上記（ウ）と同様の理由により，

法１４条３号イ並びに７号柱書き及びイに該当することから，不開

示とすることが妥当である。 

（ク）均等法に基づく報告徴収ヒアリング票及び事業場提出資料 

当該資料は，均等法２９条に基づく報告徴収の際に事業主から提

出された資料で，特定事業場の雇用管理に係る内部情報が記載され

ており，これらの情報を開示した場合，上記（ウ）と同様の理由に

より，法１４条３号イ並びに７号柱書き及びイに該当することから，

不開示とすることが妥当である。 

また，当該資料は，特定事業場が雇用環境・均等室との信頼関係

を前提に開示しないことを条件として任意に提供された事業場の実

態や雇用管理に係る内部情報等が記載されており，通例として開示

しないこととされているものであるため，法１４条３号ロに該当し，

不開示とすることが妥当である。 

なお，７５頁は審査請求人以外の特定の個人を識別することがで

きるものであり，法１４条２号に該当しかつ，同号ただし書イない

しハのいずれにも該当しない。 

ウ 職業安定部における処理終了報告一式（対象文書５） 

     対象文書５における処理過程（７８頁）の記載のうち，不開示とし

た部分には，公共職業安定所が面談した人物の情報が記載されてお

り，当該情報には，審査請求人以外の特定の個人を識別できる職氏

名が含まれており，当該情報は法１４条２号に該当し，かつ同号た

だし書イないしハのいずれにも該当しないため，当該部分を不開示

とすることが妥当である。加えて，被申告事業所から聴取した情報
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を基に公共職業安定所の担当者が行った判断及び処理方針が記載さ

れており，これらを開示することとなれば，公共職業安定所におけ

る助言，指導を免れるために，法令違反と判断される事実及び資料

が隠匿され，関係者間の口裏合わせが行われる等が考えられる。こ

のため，公共職業安定所が行う事業所指導の業務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあり，法１４条７号柱書きに該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

     また，対象文書５における事実確認・聴取票のうち，不開示とした

部分には，公共職業安定所の担当者が面談した人物の情報，公共職

業安定所が聴取した内容及び方法，被申告事業所における雇用管理

の方法及び当該事案に対する被申告事業所の見解が記載されている。

公共職業安定所の担当者が面談した人物の情報には，審査請求人以

外の特定の個人を識別できる職氏名が含まれており，当該情報は法

１４条２号に該当し，かつ同号ただし書イないしハのいずれにも該

当しないため，当該部分を不開示とすることが妥当である。また，

公共職業安定所が聴取した内容及び方法については，これらの情報

が開示されることとなれば，公共職業安定所における助言及び指導

の具体的な手法等が明らかとなり，助言，指導を免れるために，法

令違反と判断される事実及び資料が隠匿され，関係者間の口裏合わ

せが行われること等が考えられる。このため，公共職業安定所が行

う事業所指導の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法１４条

７号柱書きに該当し，不開示とすることが妥当である。さらに，被

申告事業所における雇用管理の方法及び当該事案に対する被申告事

業所の見解については，当該特定事業主に関する情報であり，行政

の要請を受けて開示しない前提で任意に提供されているものであり，

通例として開示しないこととされているものであるとともに，これ

らの情報を開示することは，特定事業主に対する信用を低下される

等，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであ

ることから，法１４条３号イ及びロに該当するため，不開示とする

ことが妥当である。 

エ 労働基準部における処理終了報告一式（対象文書７） 

対象文書７における処理経過（８５頁ないし１２４頁）の記載のう

ち，なお不開示とした部分には，労働基準監督官が面接した人物，

当該事案に対する使用者等の見解，労働基準監督官が行った事業場

に対する指導内容，担当者の意見，処理方針等が記載されている。 

対象文書７の①ないし㉝は，これらの情報が開示されることとなれ

ば，事業場等に対する調査の手法が明らかになり，調査に必要な資

料の隠蔽が容易に行われる等労働基準監督官の行う監督指導業務に
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関し，正確な事実の把握を困難にし，また，違法行為の発見が困難

になるなど，検査事務という性格をもつ監督指導業務の適正な遂行

に支障を及ぼし，ひいては犯罪の予防に悪影響を及ぼすおそれがあ

るものであり，これらの情報は，法１４条５号及び７号イに該当す

るため，不開示とすることが妥当である。 

対象文書７の①ないし㉝及び㉝ないし㉝は，労働基準監督官が認定し

た事実に基づいた具体的な記述であり，審査請求人が知り得る情報

であるとは認められず，これらの情報を開示すると当該事業場の情

報が明らかとなり，取引関係や人材確保の面等において当該事業場

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること

から，法１４条３号イに該当するため，不開示とすることが妥当で

ある。 

加えて，特定事業場が特定労働基準監督署との信頼関係を前提とし

て，労働基準監督官に対して開示しないことを条件として任意に提

供された事業場の実態等に関する情報が記載されており，通例とし

て開示しないこととされているものであるため，法１４条３号ロに

該当し，不開示とすることが妥当である。 

さらに，対象文書７の①ないし③，⑤，⑦，⑨ないし⑭，⑯ないし

⑱，⑳ないし㉝，㉝及び㉝には審査請求人以外の個人に関する情報が含

まれており，当該情報は法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただ

し書イないしハのいずれにも該当しないため，当該部分を不開示と

することが妥当である。 

 （５）審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「黒塗り

の箇所が多く，事実と異なるため（原文ママ）」と主張しているが，上

記（４）で述べたとおり，法１２条に基づく開示請求に対しては，開示

請求対象保有個人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示，不開示を判

断しているものであり，審査請求人の主張は，本件対象保有個人情報の

開示決定の結論に影響を及ぼすものではない。 

４ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，原処分において不開示とした別表に掲げる部分のうち一部を新たに開

示した上で，その余の部分については，法１４条２号，３号イ及びロ，５

号並びに７号柱書き及びイに基づき，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。  

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年５月１１日   諮問の受理 
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   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月２５日        審議 

   ④ 同年１２月７日      本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 同月２１日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「私の障害者虐待防止法に係る通報，受理，

措置に関して特定労働局が行った調査等に関する書類。」に記録された保

有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当する部分を不開示とする原処分を行った

ところ，審査請求人は，不開示部分の開示を求めている。 

これに対し，諮問庁は，諮問に当たり，一部を新たに開示することとす

るが，別表の４欄に掲げる部分については，法１４条２号，３号イ及びロ，

５号並びに７号柱書き及びイに該当するとしてなお不開示とすべきとして

いる。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

 （１）別表の６欄に掲げる部分について 

   ア 通番１４ 

     当該部分は，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個

人に関する情報であって，他の情報と照合することにより，特定の

個人を識別することができるものに該当するが，原処分で開示され

ている情報から推認できる内容であることから，同号ただし書イに

該当し，開示すべきである。 

   イ 通番２１及び通番２９ 

   （ア）当該部分のうち，通番２１の９５頁「処理経過」欄１５行目３０ 

文字目ないし１６行目２１文字目及び２６文字目ないし３０文字目

は，臨検監督の際に対応した被申告事業場の対応者の職氏名であり，

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情

報であって特定の個人を識別することができるものに該当するが，

特定労働基準監督署の担当官が審査請求人に説明している内容であ

ると認められ，同号ただし書イに該当する。また，同様の理由によ

り，これを開示しても，特定事業場の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれ，労働基準監督機関が行う検査等に係る事

務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは
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不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあ

るとは認められず，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行政

機関の長が認めることにつき相当の理由があるとも認められない。

さらに，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提

供されたものとも認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並

びに７号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（イ）その余の部分は，審査請求人以外の個人に関する情報には該当せ

ず，また，特定労働基準監督署の担当官が審査請求人に説明してい

る内容であると認められることから，審査請求人が知り得る情報で

あると認められ，これらを開示しても，特定事業場の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれ，労働基準監督機関が行う

検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又

は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難に

するおそれがあるとは認められず，犯罪の予防に支障を及ぼすおそ

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとも

認められない。また，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条

件で任意に提供されたものとも認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並

びに７号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   ウ 通番５３ 

     当該部分は，特定労働基準監督署の担当官が審査請求人に説明して

いる内容であると認められることから，審査請求人が知り得る情報

であると認められ，これを開示しても，労働基準監督機関が行う検

査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にす

るおそれがあるとは認められず，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとも認

められない。 

したがって，当該部分は，法１４条５号及び７号イのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

 （２）その余の不開示部分について 

   ア 法１４条２号該当性について 

     通番４，通番６，通番１０，通番１４及び通番１７は，雇用環境・

均等室及び特定公共職業安定所の担当官が聴取した特定事業場の担

当者の職，氏名，電話番号及びファックス番号であって，それぞれ

一体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人

に関する情報であって，特定の個人を識別できるものに該当する。 
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     当該部分は，審査請求人が知り得る情報であるとは認められないこ

とから，法１４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及び

ハに該当する事情も認められない。また，個人識別部分であること

から，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

     したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。    

  イ 法１４条７号柱書き該当性について 

  （ア）通番１５及び通番１６には，特定公共職業安定所の担当官が特定

事業場の担当者から聴取した内容及び特定公共職業安定所の判断・

処理方針等が記載されており，これらを開示すると，事業者が公共

職業安定所からの助言，指導を免れるために，障害者虐待に係る事

実及び資料を隠匿するなど，使用者による障害者虐待に係る公共職

業安定所が行う事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２

号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）通番１８には，特定公共職業安定所の担当官が特定事業場の担当

者から聴取した内容及び特定公共職業安定所の特定事業場への対応

等が記載されており，上記（ア）と同様の理由により，法１４条７

号柱書きに該当し，同条２号並びに３号イ及びロについて判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。 

（ウ）通番１９には，特定公共職業安定所の担当官が特定事業場の担当

者から聴取した内容及び特定公共職業安定所の特定事業場への対応

等が記載されており，上記（ア）と同様の理由により，法１４条７

号柱書きに該当し，同条３号イ及びロについて判断するまでもなく，

不開示とすることが妥当である。      

   ウ 法１４条７号イ該当性について 

   （ア）通番１，通番５，通番８，通番９，通番１１及び通番１２には，

雇用環境・均等室が行った特定事業場に対する報告徴収に係る手続

終了日，受付年月日，完了年月日，報告徴収の手法，特定事業場の

均等法の施行状況，特定事業場への指導等の概要及び結果，違法条

項等が記載されており，これらを開示すると，雇用均等行政機関が

行う指導における調査の手法が明らかになり，雇用均等行政機関の

行う検査等に関する事務に関し，正確な事実の把握を困難にするお

それがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条３号イ

及び７号柱書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 
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   （イ）通番１３は，特定事業場から雇用環境・均等室に提出された資料

であり，これを開示すると，報告徴収における調査の手法が明らか

になるほか，特定事業場を始めとして事業者と雇用環境・均等室と

の信頼関係が失われ，今後，同室に対する関係資料の提出等につい

て非協力的となるなど，雇用均等行政機関の行う検査等に関する事

務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれがあると認められ

る。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条２号，

３号イ及びロ並びに７号柱書きについて判断するまでもなく，不開

示とすることが妥当である。 

（ウ）通番２１ないし通番２３，通番２５，通番２７，通番２９ないし

通番３４，通番３６ないし通番３８，通番４０ないし通番４６，通

番５０及び通番５１には，特定労働基準監督署の担当官が特定事業

場の担当者から聴取した内容，特定労働基準監督署担当官の意見及

び処理方針，特定事業場への指導内容等が記載されており，上記

（ア）と同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同条２号，

３号イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とす

ることが妥当である。    

   （エ）通番２４，通番２６，通番２８，通番３５，通番３９，通番４８

及び通番４９には，特定労働基準監督署の担当官が特定事業場の担

当者から聴取した内容，特定労働基準監督署担当官の意見及び処理

方針，特定事業場への指導内容等が記載されており，これらを開示

すると，労働基準監督機関が行う監督指導における調査の手法が明

らかになるほか，当該事業場を始めとして事業者と労働基準監督機

関との信頼関係が失われ，今後労働基準監督機関に対する関係資料

の提出等について非協力的となるなど，労働基準監督機関の行う検

査等に関する事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれが

あると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条３号イ

及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。    

（オ）通番４７，通番５２及び通番５３は，特定労働基準監督署の対応

方針であって，これらを開示すると，労働基準監督機関が行う監督

指導における調査の手法が明らかになり，労働基準監督機関の行う

検査等に関する事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ

があると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条５号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 
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３ 本件一部開示決定の妥当性について 

  以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２ 

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，諮問庁が同条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号柱書き及び

イに該当するとしてなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表の６

欄に掲げる部分を除く部分は，同条２号並びに７号柱書き及びイに該当す

ると認められるので，同条３号イ及びロ並びに５号について判断するまで

もなく，不開示とすることは妥当であるが，別表の６欄に掲げる部分は，

同条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イのいずれにも該当せず，開示

すべきであると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

１ 

文

書

番

号 

２ 対象文書

名及び頁 

３ 

通番 

４ 不開示部

分 

５ 該当条文（法１４

条） 

６ 開示

すべき

部分 

文書名 頁 

２

号 

３

号

イ 

３

号

ロ 

５

号 

７

号

柱

書

き 

７

号

イ 

１  労働相

談票一

式 

１～

８ 

１ ８頁１行目１

文字目ないし

６文字目 

  ○     ○ ○   

２ 通報文

書一式 

９～

２４ 

２ なし なし   

３ 対応部

署決定

通知一

式 

２５

～４

２ 

３ なし なし   

４ 雇用環

境・均

等室

（旧雇

用均等

室）に

おける

処理終

了報告

一式 

４３

～７

５ 

４ ①相談カード

「基本情報」

欄中の人事労

務担当者の氏

名及び職 

○             

５ ②２９条カー

ド「基本情

報」欄中の

「受付年月

日」，「完了

年月日」，

「報告徴収の

手法」，「指

導等の概

要」，「指導

等の結果」 

  ○     ○ ○   

６ ③２９条カー

ド「基本情

報」欄中の

「氏名」，

○             
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「職」，「Ｔ

ＥＬ」，「Ｆ

ＡＸ」 

７ ④５８頁１行

目７文字目な

いし１２文字

目 

なし（新たに開示）   

８ ⑤２９条カー

ド「事項措

置」欄中の

「年月日」，

「法律」，

「条」，「件

数」，「措

置」，「号」 

  ○     ○ ○   

９ ⑥２９条カー

ド「経緯」欄

中の「年月

日」 

  ○     ○ ○   

１０ ⑦２９条カー

ド「経緯」欄

中の「対象

者」 

○             

１１ ⑧２９条カー

ド「経緯」欄

中の「方法」 

  ○     ○ ○   

１２ ⑨２９条カー

ド「経緯」欄

中の「概要」 

  ○     ○ ○   

１３ ⑩６３頁ない

し７５頁の全

部 

○ ○ ○   ○ ○   

５ 職業安

定部に

おける

処理終

了報告

７６

～８

１ 

１４ ①７８頁「処

理経過」欄４

行目３文字目

ないし２１文

字目 

○           ７８頁

「処理経

過」欄４

行目１３

文字目な
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一式 いし２１

文字目 

１５ ②７８頁「処

理経過」欄１

４行目ないし

１７行目 

○       ○     

１６ ③７８頁「処

理経過」欄１

８行目ないし

２０行目 

○       ○     

１７ ④７９頁「事

情聴取対象者

職氏名」欄及

び「＜対応者

＞」欄の不開

示部分 

○             

１８ ⑤７９頁の④

を除く不開示

部分 

○ ○ ○   ○     

１９ ⑥８０頁の不

開示部分 

  ○ ○   ○     

６ 面談等

記録簿 

８２

及び

８３ 

２０ なし なし   

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基

準部に

おける

処理終

了報告

一式 

８４

～１

２４ 

２１ ①９５頁「処

理経過」欄１

５行目ないし

３２行目 

○ ○ ○ ○   ○ ９５頁

「処理経

過」欄１

５行目１

０文字目

ないし２

１文字

目，３０

文字目な

いし１６

行目２１

文字目，

２４文字
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目ないし

３０文字

目及び３

３文字目

ないし３

５文字目 

２２ ②９６頁「処

理経過」欄 

○ ○ ○ ○   ○   

２３ ③９７頁「処

理経過」欄１

１行目１６文

字目ないし１

９文字目 

○ ○ ○ ○   ○   

２４ ④９７頁「処

理経過」欄１

２行目及び１

３行目 

  ○ ○ ○   ○   

２５ ⑤９７頁「処

理経過」欄１

４行目１６文

字目ないし１

９文字目 

○ ○ ○ ○   ○   

２６ ⑥９７頁「処

理経過」欄１

４行目３１文

字目ないし１

５行目８文字

目 

  ○ ○ ○   ○   

２７ ⑦９７頁「処

理経過」欄１

６行目１６文

字目ないし１

９文字目 

○ ○ ○ ○   ○   

２８ ⑧９７頁「処

理経過」欄１

６行目３０文

字目ないし１

  ○ ○ ○   ○   
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７行目１７文

字目 

２９ ⑨９８頁「処

理経過」欄 

○ ○ ○ ○   ○ ９８頁

「処理経

過」欄１

行目文字

目１０な

いし１９

文字目 

３０ ⑩９９頁「処

理経過」欄 

○ ○ ○ ○   ○   

３１ ⑪１００頁

「処理経過」

欄１行目ない

し２２行目 

○ ○ ○ ○   ○   

３２ ⑫１０１頁

「処理経過」

欄１行目ない

し７行目 

○ ○ ○ ○   ○   

３３ ⑬１０１頁

「処理経過」

欄１４行目な

いし４５行目 

○ ○ ○ ○   ○   

３４ ⑭１０２頁

「処理経過」

欄 

○ ○ ○ ○   ○   

３５ ⑮１０３頁

「処理経過」

欄１行目ない

し１６行目 

  ○ ○ ○   ○   

３６ ⑯１０４頁

「処理経過」

欄 

○ ○ ○ ○   ○   

３７ ⑰１０５頁

「処理経過」

欄 

○ ○ ○ ○   ○   

３８ ⑱１０６頁 ○ ○ ○ ○   ○   



 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「処理経過」

欄 

３９ ⑲１０７頁

「処理経過」

欄 

  ○ ○ ○   ○   

４０ ⑳１０８頁

「処理経過」

欄２３行目な

いし３５行目 

○ ○ ○ ○   ○   

４１ ㉝１０９頁

「処理経過」

欄１行目ない

し１１行目 

○ ○ ○ ○   ○   

４２ ㉝１１１頁

「処理経過」

欄１４行目な

いし４２行目 

○ ○ ○ ○   ○   

４３ ㉝１１２頁

「処理経過」

欄１行目ない

し２２行目 

○ ○ ○ ○   ○   

４４ ㉝１１３頁

「処理経過」

欄１７行目な

いし３８行目 

○ ○ ○ ○   ○   

４５ ㉝１１４頁

「処理経過」

欄１行目ない

し３０行目 

○ ○ ○ ○   ○   

４６ ㉝１１６頁

「処理経過」

欄 

○ ○ ○ ○   ○   

４７ ㉝１１９頁

「処理経過」

欄１６行目な

いし１７行目 

      ○   ○   

４８ ㉝１２０頁   ○ ○ ○   ○   
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「処理経過」

欄２０行目な

いし２５行目 

４９ ㉝１２０頁

「処理経過」

欄２６行目な

いし２９行目 

  ○ ○ ○   ○   

５０ ㉝１２１頁

「処理経過」

欄１行目ない

し１５行目 

○ ○ ○ ○   ○   

５１ ㉝１２１頁

「処理経過」

欄２４行目な

いし２５行目 

○ ○ ○ ○   ○   

５２ ㉝１２２頁

「処理経過」

欄２３行目な

いし２６行目 

      ○   ○   

５３ ㉝１２３頁

「処理経過」

欄２８行目な

いし３０行目 

      ○   ○ １２３頁

「処理経

過」欄２

８行目及

び２９行

目 

５４ ㉝９７頁「処

理経過」欄１

１行目１文字

目ないし１５

文字目，２０

文字目ないし

４２文字目，

１４行目１文

字目ないし１

５文字目，２

０文字目ない

し３０文字

なし（新たに開示）   
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目，１５行目

９文字目ない

し２０文字

目，１６行目

１文字目ない

し１５文字

目，２０文字

目ないし２９

文字目，１７

行目１８文字

目ないし２９

文字目 

８ 被虐待

者提出

資料 

１２

５～

１４

３ 

５５ なし なし   

※ 対象文書に頁番号は付番されていないが，１枚目ないし１４３枚目に１頁

ないし１４３頁と付番したものを「頁」として記載している。 


